
1 

 

【既存施設の増床整備】 

（１） 募集量 未定 （今年度は、既存施設の増床整備を優先するため、その応募状況を踏まえ

た上で、決定します。） 

  〇 増床は、「既存建物内の改修」、「既存の建物と同一敷地又は隣接地（同一敷地としてみな

せるもの）における建物の増築」又は「既存建物の移転」によるものとし、「既存建物内

の改修」については、補助金の助成はしないものとする。 

〇 改修・増築部分については、既存特養と一体的に管理運営できると認められるものであり、

外部に出ることなく行き来でき、入所者にとっても既存特養の設備を無理なく利用できる

構造、規模であること。 

〇 増床後の特養総定員（ユニット型と従来型の定員の合計。以下同じ。）の上限は、１２０

人とする。 

  〇 特養は、原則、ユニット型（増床後のユニット型総定員３０人以上）であること。 

ただし、次の①及び②の条件を満たした場合、従来型居室（多床室）の整備も可とする。 

① 増床後の特養総定員のうち、増床後の従来型総定員（個室及び多床室の定員の合計） 

は、３０人以上かつ特養総定員の半数以下とすること。 

② プライバシーに配慮した設計とすること。 

〇 １ユニットの入居定員は１０人以下であること。 

ただし、次の①及び②の条件を満たした場合、１ユニットの入居定員について、１５人を

超えない範囲での整備も可とする。 

① 利用者の処遇に支障がないよう、夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び 

准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置すること。 

② 「事業者として考える１ユニットの入居定員を「１５人を超えない」範囲で整備  

した場合の利用者及び職員のメリット」・「「１５人を超えない」範囲で整備した事

によるレイアウトにおいて特に考慮した点」等を計画書において説明すること。 

〇 老人短期入所施設（ユニット型又は従来型居室（多床室）のいずれでも可）も併せて整備

することも可とするが、補助金の助成はしないものとする。 

  なお、１ユニットの定員については、特養の扱いに準ずる。 

令和７年度公募 

特別養護老人ホーム（増床・新設（定員３０人以上））整備事業者募集について 

千葉市では、特別養護老人ホームについて、以下の通り整備事業者の募集を行います。 

１ 整備にあたっての基本事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 募集概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業者は、法令等を遵守し、社会福祉に熱意と理解を有し、かつ適正な施設運営が

見込めるものであることが必要です。 

（２）建設計画について、近隣住民への説明会等を必ず行い、十分な理解を得てください。 

（３）第９期介護保険事業計画に基づき、令和７年度の予定整備量（募集数）は、おお   

むね１６０床とし、増床整備を優先します。よって、増床整備の募集量に応じて、

新設整備の募集量を決定し、令和７年５月９日（金）に送付予定の本募集に関する

説明資料でお示しいたします。 

（４）増床整備事業者と新設整備事業者は、それぞれ別枠として、千葉市社会福祉審議会

社会福祉法人・施設専門分科会で審査の上、選定をします。 
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〇 非常用自家発電設備を設置し、停電による断水が発生しないこと。燃料備蓄庫を併せて  

整備すること（最低３日分以上の容量）。 

なお、停電時に市や地域からの電源提供の求め（人工呼吸器、喀痰吸引器等を利用する  

在宅の高齢者・障害者等を想定）があった場合に、可能な範囲で支援を行うこと。 

また、対象となる在宅高齢者等に事前に情報提供を行うことに同意すること。 

ただし、既存施設に既に非常用自家発電設備が設置されており、隣接する施設において

水が確保されることが見込まれ、増床施設に対しても水を提供できる場合には、増床施

設に新たに非常用自家発電設備を設置することまでは必須としない。 

〇 本市の拠点的福祉避難所の指定を受けること。 

（２）募集地域 

    市内全域 

（３）整備年度 

    令和８年度～令和９年度 

    ※原則、令和７年度（初年度）に公募にて事業者を決定、令和８年度中に着工し、出来高   

３０％を達成、令和９年度中に竣工することを条件とします。 

なお、令和７年度中に整備・着工することはできません。 

    ※増床については、令和８年度の単年度で整備・竣工することも可能とします。 

単年度とする場合は、予めご相談ください。 

      

（４）事業者 

市内に特別養護老人ホームを有する社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

※過去３年間、千葉市内外を問わず、法人の社会福祉施設等の事業運営に当たり介護保

険法・老人福祉法・社会福祉法上の行政処分を受けている法人又は本市の高齢者施設

の公募で選定された後、取下げや失格に伴い事業実施が出来なかった法人は、本公募

に応募できません。 

【新設整備】 

（１）募集量 未定（今年度は、既存施設の増床整備を優先するため、その応募状況を踏まえた上で、

決定します。増床整備の応募数によっては０となる可能性があります。） 

〇 特別養護老人ホームは、定員８０～１００人であること。 

〇 老人短期入所施設を併設すること。 

  〇 老人短期入所施設は、定員２０～３０人であること。 

  〇 特養は、原則、ユニット型とする。 

ただし、次の①及び②の条件を満たした場合、従来型居室（多床室）の整備も可とする。 

① 特養定員のうち、従来型居室（多床室）の定員は、３０人以上かつ総定員（ユニット型

と従来型の定員の合計）の半数以下とすること。 

② プライバシーに配慮した設計とすること。 
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〇１ユニットの入居定員は１０人以下であること。 

ただし、次の①及び②の条件を満たした場合、１ユニットの入居定員について、１５人を

超えない範囲での整備も可とする。 

① 利用者の処遇に支障がないよう、夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師 

及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置すること。 

② 「事業者として考える１ユニットの入居定員を「１５人を超えない」範囲で整備  

した場合の利用者及び職員のメリット」・「「１５人を超えない」範囲で整備した 

事によるレイアウトにおいて特に考慮した点」等を計画書において説明すること。 

〇 老人短期入所施設は、ユニット型又は従来型居室（多床室）のいずれでも可とする。 

  なお、１ユニットの定員については、特養の扱いに準ずる。 

〇 非常用自家発電設備を設置し、停電による断水が発生しないこと。燃料備蓄庫を併せて 

整備すること（最低３日分以上の容量）。 

なお、停電時に市や地域からの電源提供の求め（人工呼吸器、喀痰吸引器等を利用する 

在宅の高齢者・障害者等を想定）があった場合に、可能な範囲で支援を行うこと。 

また、対象となる在宅高齢者等に事前に情報提供を行うことに同意すること。 

〇 本市の指定拠点的福祉避難所の指定を受けること。 

〇 地域交流スペースを設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）募集地域 

    市内全域 

（３）整備年度 

    令和８年度～令和９年度 

    ※原則、令和７年度（初年度）に公募にて事業者を決定、令和８年度中に着工し、

出来高３０％を達成、令和９年度中に竣工することを条件とします。 

なお、令和７年度中に着工することはできません。 

（４）事業者 

社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人（設立を予定している者含む）又は 

地方独立行政法人 

※過去３年間、千葉市内外を問わず、法人の社会福祉施設等の事業運営に当たり介

護保険法・老人福祉法・社会福祉法上の行政処分を受けている法人又は本市の高

齢者施設の公募で選定された後、取下げや失格に伴い事業実施が出来なかった

法人は、本公募に応募できません。 

 

※同一法人の申請は、全体（増床・新設）で１施設のみとします。 
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３ 災害レッドゾーン・イエローゾーンについて 

利用者の安全確保の観点から、土砂災害警戒区域や浸水想定区域等といった、災害のおそ

れがある区域での新規事業所の建設は次のとおりとします。なお、該当する区域で整備す

る場合、土砂災害防止法等に基づき避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が必要になり

ます。 

 （ア）災害レッドゾーン 

   a 土砂災害特別警戒区域 

     b 急傾斜地崩壊危険区域 

 （イ）災害イエローゾーン 

   a 土砂災害警戒区域 

   b 浸水深１メートル以上の浸水想定区域等 

のいずれかに該当する場合、以下の例外を除き応募不可とします。 

【例外】 

計画地が千葉市美浜区内であり上記（イ）に該当する土地に応募を行う場合であって、 

安全性に十分配慮した計画であること。（（ア）は美浜区内であっても応募不可） 

 

４ 補助金について 

   これまで、千葉市が行ってきている整備補助は、次の内容です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の補助額は、事業者選定後に選定された定員数に応じて必要となる予算措置を  

行う予定であり、現時点で確定したものではありません。 

※「既存建物内の改修」による増床については、補助金の助成はしないものとします。 

※「増床整備と併せて老人短期入所施設を整備」する場合、老人短期入所施設の整備に  

ついては、補助金の助成はしないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜これまでの整備補助＞ 

（１）特別養護老人ホーム 

    ３，７０２千円×定員数 

（２）老人短期入所施設 

    １，７６２千円×定員数 

※開設準備経費補助金も、県との協議を経て助成しています。 

 特別養護老人ホーム・老人短期入所施設 ９８９千円×定員数 
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４ 選定方法及び主な審査項目 

千葉市社会福祉審議会社会福祉法人・施設専門分科会で審査の上、選定をします。 

主な審査項目は以下のとおりです。 

大項目 中項目 

運営の適格性 

施設整備の動機・経営理念 

職員体制 

提供するサービスの質 

適切な運営の確保 

保健・安全管理 

資金計画 

施設の運営実績 

アピールポイント 

施設状況 

設置場所※ 

施設設計の考え方 

施設整備 

地域社会への貢献度 

地域連携 

地域福祉への貢献 

地域防災 

地域経済への貢献 

   ※審査においては、既存施設の整備地に偏在があることから、「地域バランスや 

近隣に同種既存施設がないことを考慮」した整備計画であることを考慮します。 

 

【参考】 

〇千葉市内の特別養護老人ホームの待機者数 

 １，３９２人（令和７年１月１日現在） 

 

 

○千葉市内の特別養護老人ホームの状況 

 

（令和 6年 12月末現在 ※選定済で整備中のものを含む） 

 中央 花見川 稲毛 若葉 緑 美浜 計 

施設数 9 11 11 17 10 5 63 

定員数 632 828 879 1,268 860 390 4,857 

65歳以上人口 48,446 48,672 42,993 45,101 31,917 40,938 258,067 

65歳以上人口 

1,000 人あたり 
13.0 17.0 20.4 28.1 26.9 9.5 18.8 
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５ 要望書の受付 

本募集に参加する場合は、直接又は郵送により要望書を提出してください。 

要望書を提出しない場合は、公募に参加できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ スケジュール（予定） 

募集スケジュールは以下のとおり予定しています。 

 

※上記予定は変更となる場合があります。 

※今回の募集の詳細については、本募集に関する説明資料においてお示しします。 

※同一法人の計画書の提出は、全体（増床・新設）で１施設のみとします。 

※介護保険事業課のホームページを随時更新し、今回の募集に関する情報を提供する予定

です。 

 

７ 提出・問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

４月７日（月）～４月２４日（木） 要望書提出締切 

５月９日（金） 事業者へ本募集に関する説明資料を送付 

８月上旬 計画書提出締切 

１１月頃 事業者選定、通知 

１ 要 望 書 別紙要望書参考例を参照し、必要書類を添付してください。 

２ 提 出 先 千葉市介護保険事業課 

３ 受付日時 令和７年４月７日（月）～令和７年４月２４日（木） 

       ※土・日・祝日を除く 

        午前１０時～午後４時（時間厳守） 

        来庁する場合は、必ず事前に電話で日時の調整をお願いします。 

        郵送の場合は、令和７年４月２４日（木）必着でお願いします。 

 

〇 要望書の受付時又は受付後に、内容を確認し、必要に応じ質問をする場合があり  

ます。 

〇 来庁する場合、提出期限間近は、受付が混み合い対応できない事態が予想されます  

ので、早めのご提出をお勧めします。 

〇 期日までに要望書を提出しない事業者は、いかなる理由があっても今回の公募には 

参加できません。 

〇 要望書提出事業者には、後日、本募集に関する説明資料をお送りいたします。 

※令和元年度まで実施していた「会場にお集まりいただいての説明会」は、開催しま

せんが、「書面による質問」を受け付ける期間を設けます。 

千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険事業課施設支援班 

住所：〒２６０－８７２２ 

      千葉市中央区千葉港 1 番 1 号 千葉市役所高層棟 9 階 

TEL：０４３－２４５－５２５６ 

E-mail：kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp 

mailto:kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

